
令和8年4月14日

回答

本業務の受託者及び受託者の資本面若
しくは人事面において関係がある者
が、今後貴市が発注予定としている
ウォーターＰＰＰ事業のＳＰＣやＪＶ
の構成企業として参加することは可能
でしょうか。

可能です。ただし、契約支援業務を受注した業者は、ＳＰＣやＪＶの
構成企業として事業実施（プレーヤー）に参加できません。

番号

1

質問内容

鯖江市ウォーターＰＰＰ導入可能性調査業務委託公募型プロポーザルにかかる質問書への回答

　鯖江市ウォーターＰＰＰ導入可能性調査業務委託公募型プロポーザルにかかる質問について、下記のとおり回答
します。


